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第３章 震災に対する備え 

１ 自助 

「自分（家族）の命を自分（家族）で守ること」 
 地震の被害を小さくするには日ごろの備えが何より大切です。 

 

（１）事前の備え 

①家庭で防災について話し合いましょう 

 ●家族との連絡方法や安否確認方法を決めておきましょう。 

 ・大規模災害発生時には、一般電話や携帯電話の通話が制限されます。ＮＴＴの災

害用伝言ダイヤルや携帯電話の災害伝言版を活用して、家族や友人と連絡する方

法を決めておきましょう。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～家族や友人等と安否確認する方法～ 

●災害用伝言ダイヤル１７１   

ＮＴＴ西日本（一般電

話：音声）「１７１」をダ

イヤルし、ガイダンスに

したがって伝言を登録・

再生できます。      

●災害伝言板 

安否情報を登録すると、家族や友人が家族や友人が携帯電話やパソコンから

確認できます。詳しくは、各社のホームページなどをご覧ください。 

◇携帯電話 災害伝言板（メール） 

〈NTTドコモ〉 http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi 

〈au〉http://dengon.ezweb.ne.jp/ 

〈ソフトバンクモバイル〉http://dengon.softbank.ne.jp/ 

〈ワイモバイル〉http://dengon.emnet.ne.jp/ 

◇パソコン（テキスト、音声、画像） 

〈NTT西日本〉「災害用ブロードバンド伝言板（web171）」 

http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/ 

※上記２つのサービスは、毎月 1日および 15 日、正月三が日（1月 1日正午～1 月 3 日午後

11 時）、防災週間（8 月 30 日～9 月 5 日）、防災とボランティア週間（1 月 15 日～21 日）

に体験利用できますので、安否情報を登録してみましょう。 

http://dengon./
http://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/
http://dengon.emnet.ne.jp/
http://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/
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②我が家の防災マップをつくろう 

 ●大規模な災害に備え、あらかじめ家族で落ち合う場所（避難先）を決めておきま

しょう。 

 ・阿倍野区では、区内の学校 27か所を災害時避難所として指定しています。 

 ・家の付近の危険な場所や避難場所を確認し、避難経路を確認しておきましょう。

避難経路は、１つではなく、通行できない場合に備えて複数決めておきましょう。 

 ・お近くにお住まいの地域防災リーダーを知っておきましょう。 

        →阿倍野区地域防災リーダーについては、37 ページを参照 

            

  

 

 

③家族一人ひとりの役割を決める 

 ●家族で話し合って、災害発生時の役割を決めておきましょう。 

   

 

         

分 
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④個人記録を作成しておく 

 ●緊急連絡カードを作って携帯しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■携帯電話を活用した災害対策 

電話帳、メモ帳機能を活用 
⇒家族はもちろん親戚や友人の情報もできるだけ詳しく登録しておき
ましょう。 
（登録データの例） 
氏名、電話番号、メールアドレス、住所、生年月日、血液型 など 

カメラ機能を活用 
⇒カメラで撮影したものは、保存することができます。ファイル名に名
前をつけて保管しておくと便利です。 

（カメラ機能で備えるものの例） 
    運転免許証、保険証、薬の情報、通帳、年金手帳、車検証等 

ドコモ災害対策ガイドブック 2013 より  

 

●家族で集まる場所など、決めたことは緊急連絡カードに記入して、いつも携帯しましょう。 

●カードにある避難所の 3 つの区分については、44 ページ「避難施設の指定」に説明があります。 

 お近くの避難所を日ごろから確認しておきましょう。 
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⑤危険個所のチェックをする 

 ●家の安全対策 

 ・家の内外に危険個所がないかチェックしましょう。 

 

 

■「お薬手帳」をご存知ですか？ 

 

 

 

●お問合せ先：阿倍野区薬剤師会 06-6626-3153 

「お薬手帳」とは、あなたに処方されたお薬の記録

を正確につける手帳です。災害時や外出時のアクシデ

ントの際にも、服用中の薬やかかりつけの医療機関等

の情報がわかり、あなたの命を守ってくれます。万一

の場合に備え、「お薬手帳」はきっちりと記入してお

き、すぐに取り出せるところに置いておき、災害時の

非常持ち出し品と一緒に持ち出せるようにしておきま

しょう。 
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●家屋の耐震対策 

家屋の耐震診断、耐震補  

強などの対策をしましょう。 

特に昭和 56年 5月 31日以

前の旧耐震基準で建てられた

建物は、地震に対して、強度

がどの程度か調べることが重

要です。 

大阪市では、震災に強いま

ちづくりをめざし、耐震診断、耐震改修の費用の一部の補助を行っています。（予算の

状況により制度が変わることがあります。） 

 

→耐震診断、耐震改修にかかる補助事業については、56 ページへ 

 

 

●家具の転倒防止対策 

阪神・淡路大震災で亡くなられた方の原因の 88％が、家屋の倒壊や転倒した家具の

下敷きになったことでした。 

震災時における家の中での被害をできるだけ小さくするため、家具などの転倒・落下

防止について、各ご家庭にあった対策をできることから始めましょう。 

一人暮らしの避難行動要支援者の方は、地震に備えた家具の移動や固定などができな

い場合がありますので、地域の皆さんで協力しましょう。 
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■阿倍野区家具転倒防止策普及啓発事業 

 阿倍野区役所では、「阿倍野区災害時等要援護者名簿」に登録されている方のう

ち、支給を希望される方に対して家具転倒防止器具を支給する事業を実施していま

す。器具を支給する際には、地域活動協議会や地域振興会等の家具転倒防止策支援

者のご協力を頂き、器具の支給申請の取りまとめや引き渡し、設置の補助などをし

ていただきます。このようなプロセスを通じ、地域における防災のネットワークを

確立していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●「阿倍野区災害時等要援護者名簿」について：42 ページへ 

  「阿倍野区家具転倒防止策普及啓発事業」についてのお問い合わせ 

       ：阿倍野区役所企画調整課（地域担当）：06-6622-9787 

  ポール式家具転倒防止器具 

     

家具転倒防止安定板 
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⑥「非常持出品」と「非常備蓄品」の準備 

 ●保管状態について定期的にチェックしましょう。 

 

  ※ 大人ひとりが 1 日に必要な飲料水の量は、3 リットルといわれています。 

   ※「お薬手帳」についても、すぐ持ち出せる場所に置いておきましょう。 

 

各ご家庭で、1 週間
程度の食料品など
を備蓄しておきま
しょう。 
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■「避難済」表示について 

大震災時には安否確認が非常に困難になるとの報告があります。無事に避

難したことを知らせるために、避難先を明記した「避難済表示」を玄関ドア

等に貼って避難を行えば、安否確認だけでなく、速やかな救助活動にも役立

ちます。 

■大地震被災経験者に聞く「被災時にあってよかったもの」調査 

◇ 被災時に困ったこと 
    第 1 位 生活用水、第 2 位 トイレの水、第 3 位 飲食用の水 

 …家族との連絡、食料、燃料、冷暖房が続きます。 
◇ 被災時にあってよかった食品 
   第 1 位 即席めん、第 2 位 缶詰、第 3 位 ビスケットなどお菓子 
   …レトルトご飯、レトルトカレー、即席味噌汁が続きます。 
◇ 被災時にあってよかったもの 
  第 1 位 懐中電灯、第 2 位 携帯ラジオ、第 3 位 卓上コンロ 

   …ポリタンク、毛布、運搬用台車が続きます。 

財団法人消防科学総合センター 
（http://www.bousaihaku.com/bousai_img/disaster_report/report001.pdf）より 

http://www.bousaihaku.com/bousai_img/disaster_report/report001.pdf

